
第 7回浜益区地域協議会（書面開催）協議内容説明 

今回協議会で協議予定であった「R6 地域おこし協力隊の募集要項」「今後の地域の在り

方に関する意見交換」について、重要事項であるにもかかわらず、委員の皆様にお諮り

する前に動き出すことになってしまったことを深くお詫び申し上げます。 

※前回地域協議会（令和 5年 11月 28日開催）における訂正事項について 

  前回地域協議会において、過疎計画の評価にかかる協議の際、子ども医療制度の今後に 

ついて質問があり、 

  企画課厚田浜益担当課長より「対象を高校生まで拡充するなど新年度に向けていろいろと考

えております。」との発言がありましたが、「対象を中学生まで拡充」の誤りでした。お詫びのうえ

訂正いたします。協議会議事録においても訂正を告知いたします。 

 

【協議事項について】 

①令和 6年度地域おこし協力隊募集要項について 

○令和６年度採用の石狩市浜益区地域おこし協力隊として１名募集。応募締め切りは 

２月２９日（木）まで。 

○募集する隊員のミッションの例として４つです。 

①「観光プロモーション・企画」 

    浜益は観光、歴史や文化、ヒトも含め浜益の魅力をよそ者目線で発見していただいて、広 

く浜益の楽しみ方を発信し、関係団体とも連携のうえ浜益を通過点ではなく、通年楽しめる 

着地型観光の実践に取り組むものです。 

②「郷土の味の伝承」 

けんちん汁、ニシン漬け、タレ付きジンギスカン等々、浜益の食文化の伝承が課題と感じ 

ており、後世に伝承していくこと、地元食材を使った食育、販売方法の模索、将来的に飲食 

店の継承等に取り組む活動です。 

③「地域資源を活用！ローカル SDGｓ」 

今回の募集から追加した項目。浜益には農産物、水産物などの地場産品を市場に出す 

けではなく、地域内循環させていく仕組みや、駆除された鹿を皮と肉に分けて活用していく 

方法、手つかずの森林資源も含め、地域資源を地域内で活用する仕組みを作ることを目指 

す活動です。 

④「得意分野で発揮！持ち込み企画も大歓迎」 

これまでは、フリーミッション提案型としておりましたが、未経験で新しいものに取り組むの 

   ではなく、知識や経験、資格を活かして浜益区の暮らしを豊かにする担い手となることを目 

指す活動です。 

 

以上の様に、令和６年度の新規地域おこし協力隊員の募集に当たっては、より具体的なミッ 

ションを例示することにより、卒業後のイメージを明確化することにより、地域おこし協力隊の３ 

年間の活動期間を充実させようと考えています。 

 



○「地域おこし協力隊インターンプログラム」 

   令和 6年 2月の 1か月間の間のうち、2週間以上浜益に滞在していただく取り組みを本年 

度も実施いたします。 

○「採用決定までのスケジュール」 

募集期間は、令和６年１月１７日（水）～２月２９日（木）まで、書面による１次選考を３月５ 

日（火）に実施。３月中旬に面接による２次選考を行う予定です。 

また、PR活動の一環として１月２０日（土）に東京で開催される、さっぽろ連携中枢都市圏 

移住促進イベントに石狩市のブースを出展し、石狩市地域おこし協力隊の多賀谷隊員、厚 

田の奥本隊員とともに、協力隊のみならず移住希望者の獲得に向けて積極的なＰＲを行っ 

てまいります。応募状況等につきましては、今後、地域協議会でご報告させていただきます。 

②今後の地域の在り方に関する情報交換 

前回協議会において、「浜益の現在の状況」について説明会を計画するという協議内容 

がありました。年末の協議会だよりには簡単な説明内容を掲載して、浜益の現状と未来 

を考える説明会を行うことについて告知し、１月１７日（水）の回覧でも周知をしたと 

ころです。 

日程については、２月１日（木）１８時から、会場はきらりにて行います。 

今回の説明会は浜益区民のみを対象とし、浜益区民に浜益の現状と諮問内容の説明、 

２年後に目指す姿を考え始めてもらう機会としたいと考えています。 

配布資料は企画課から説明を受けた内容を浜益に特化した形にし、わかりやすく説明 

したいと考えており、事務局案として資料を添付しておりますが委員の皆様の意見をい 

ただいてより良い資料にしていきたいと考えております。また、説明会参加者の質問や 

意見を求め、今後答申をまとめる材料として区民の声をいただきたいと考えています。 

住所表記については、区民アンケートを行い多数決で決定していくことを提案 w しま

す。 

前回協議会において、柿岡委員から提案いただいたライブ中継は今回行わず、会場で 

の内容を記録し、区民に内容をお知らせできる方法を検討します。 

③その他 

〇浜益コミュニティセンター「きらり」の利用方法について 

① 申込手段→インターネット上の予約システムに限られるのか？ 

   ・電話でも予約は受け付けているが、仮予約の位置付け。仮予約後は利用承認申請書（紙）を 

きらりの窓口に提出し承認を受ける。 

・実際の利用日前に利用料金を納付する。 

② 申込期限→利用日の２週間前までの申込は必須なのか？ 

③ 急遽利用する場合→申込可能？空きあれば利用可能？ 

・利用日まで２週間を切っていても、利用日が空いているのであれば利用可能 

・急遽利用する場合も同様で、空いていれば利用可能 

・利用日が土・日、祝日、また利用時間が午後６時以降となる夜間時間帯のときは、きらりの管 

理人手配の関係から、２週間前までに「きらり」に連絡をお願いしたい。 

※石狩市から石狩市公務サービスに対し、２週間前やネット予約に縛られず臨機応変に対応するよう指導したとのこと。 


